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雇用促進住宅の廃止・売却に関する要望 

 
雇用促進住宅は、当初の移転就職者用宿舎としての役割に加え、政府自ら「住宅建設計画」

に位置付けてきたことでも明らかなように、国の公的住宅供給の一環として重要な役割を担っ

てきました。そのもとで入居し生活してきた住民は、公的住宅での安定した居住生活を期待し

てきたものです。 
今回の立ち退き要求は何の道理もないばかりか、居住権の乱暴な否定であり、憲法 25 条に
規定された国民の生存権を侵すものです。そのうえ現行借地借家法の定めにある、地主が立ち

退き請求できる「建物の使用を必要とする事情」という正当な理由にも当たらないものです。

「特殊法人改革」は、国の都合で始まったものであり、入居者には何の関わりも責任もありま

せん。 
さらに、国や機構は、「公共住宅等の整備が進んできた」と廃止理由で述べていますが、とん

でもないことです。倉敷市の市営住宅においても、今年 6月募集の市営住宅応募倍率は、平均
6.32倍という高倍率となっており、入居すら困難な状態になっています。しかも、非正規雇用
やワーキングプアの増大で低賃金が横行し、家賃が払えなくなるなどの理由で「ネットカフェ

難民」と称される“住宅なし貧困層”も増えています。 
こうしたなか、今日の入居者の状況は、仕事、年齢、収入状況、家族の事情などからみても、

短期間に代替住宅を確保し、生活していける条件を備えた人が少ないのが実態です。 
そこで、倉敷市長に対し、以下の要望をするものです。 
 

記 
 
１． 入居者の理解を得ないまま一方的におこなわれた住宅廃止決定を白紙に戻すよう国に要

望されたい。 
１． 入居者の声を十分に聞き事情もよく理解した上で、一方通行でなく時間をかけた話し合い

をおこない、仮にも住宅の廃止、入居者退去を強行することのないよう国に要望されたい。 
１．2011年度末までに倉敷市においても、5箇所の住宅（児島、児島第二、林、真備、真備第
二）で、入居 416戸が退去をせまられています。住民の暮らしと福祉を守るという見地か
ら、入居者に対してアンケート調査等で住民の声を聞き、状況の把握に努めてもらいたい。 

以上 


